
◇税理士が行う無料申告相談
日　　　時 会　　　場 対　　　象

2月6日㈭
2月7日㈮

9時30分～12時
13時～16時

保健文化センター
3階ホール

小規模納税者の所得税・消費税、年金
受給者・給与所得者の所得税の申告
※青色申告、譲渡所得の申告、住宅借
入金等特別控除の申告を除く

※提出のみの場合は、直接税務署に提出（郵送可）してください。

◇所得税・住民税の申告相談
日　　　時 会　　　場 備　　　考

2月17日㈪～
3月16日㈪
(㈯・㈰および
2月24日㈪を除く）

9時～11時
13時～16時

中央公民館
1階講堂

※次の方は、東金税務署で申告してくだ
　さい。
・住宅借入金等特別控除（1年目）のある方
・青色申告・損失申告の方
・準確定申告（亡くなった方の申告）の方
・譲渡所得のある方
・先物取引・山林所得のある方
・雑損控除のある方
・国外の親族を扶養にとる方
・贈与税や消費税の申告が必要な方

農村環境改善センター
いずみの里農事相談室

◇注意　　
　混雑状況によっては、かなりの時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め切る場合が
あります。また、相談会場は午前中が混み合うことが多いため、なるべく午後の利用をお
願いします。15時頃までにお越しください。例年、申告相談初日や終了間際の数日間は大
変混み合います。また、相談内容が複雑で時間を要する方はご遠慮ください。
　所得税の確定申告や住民税の申告は申告期限内に行ってください。申告期限を過ぎてか
らの申告は、控除の適用等を受けられない場合があります。

問税務課市民税班　☎０４７５（７０）０３２１

◇医療費通知発送日程
●国民健康保険

診療月 発送時期
1月～10月診療 令和2年1月発送済

11月～12月診療 令和2年3月中旬
発送予定

●後期高齢者医療保険
診療月 発送時期

1月～5月診療 令和元年9月下旬
発送済

6月～10月診療 令和2年2月上旬
発送予定

11月～12月診療 令和2年6月上旬
発送予定

●別表
対象臓器 検診方法 対象年齢 受診間隔

胃 胃部エックス線
胃内視鏡 50歳以上 2年に1回

子宮頸部 細胞診 20歳以上 2年に1回

乳房 乳房エックス線 40歳以上 2年に1回

肺 胸部エックス線 40歳以上 1年に1回

大腸 便潜血検査 40歳以上 1年に1回

●健診等
事業 会場 日時 対象

乳児健診・ＢＣＧ ◯ 25日㈫13時～ R1.9月生まれ

２歳児歯科健診 ◯ 19日㈬13時～ H29.8月生まれ

３歳児健診 ◯ 21日㈮13時～ H28.8月、9月生まれ

すくすく広場 ◯ 10日㈪10時～11時30分

乳児相談
◯ 7日㈮10時30分～11時30分

◯ 18日㈫9時30分～11時

マタニティ教室 ◯

Ⅰ課5日㈬
13時30分～

妊娠4か月（妊娠12
週）以降の妊婦さ
んとその家族

Ⅱ課12日㈬
13時30分～
Ⅲ課3月1日㈰
9時30分～

●予防接種
接種 会場 日程 受付時間

水痘

◯

4日㈫

13時20分～14時
四種混合 6日㈭

28日㈮

麻しん風しん混合 3日㈪

日本脳炎 10日㈪
26日㈬

予約日（予約制）
7日㈮、17日㈪
※完全予約制です。希望の方は申し込み
ください。

◯＝保健文化センター、◯＝農村環境改善センターいずみの里
◎10か月乳児相談の対象者には、封書で通知をしています。案内の日時
でお越しください。

◎健康相談・子育て相談は随時行っていますので、問い合わせください。
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東
金
税
務
署
の
令
和
元
年
分
の

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消
費
税

の
申
告
書
作
成
・
相
談
の
会
場
は
、

東
金
商
工
会
館
１
階（
東
金
市
東

岩
崎
１‒

５
）で
す
。

▼
期
間
＝
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16

日
㈪（
㈯
、
㈰
お
よ
び
２
月
24
日

㈪
を
除
く
）

▼
受
付
時
間
＝
８
時
30
分
〜
16
時

（
相
談
開
始
は
９
時
〜
）

▼
注
意

・
期
間
中
、東
金
税
務
署
内
に
は

「
確
定
申
告
書
作
成
会
場
」は
設

け
て
い
ま
せ
ん
。

・
作
成
・
相
談
会
場
で
は
、申
告

書
等
の
提
出
の
み
の
場
合
は
、受

付
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
直
接
税

務
署
に
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵

送
に
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

・
お
車
で
ご
来
場
の
際
は
、東
金

駅
東
口
に
あ
る
「
タ
イ
ム
ズ
東
金

駅
前
第
３
駐
車
場
」を
無
料
で
利

用
で
き
ま
す
が
、台
数
に
限
り
が

あ
る
た
め
、可
能
な
限
り
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い（
会

場
や
東
金
税
務
署
の
駐
車
場
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
）。

◇
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に

▼
申
告
期
限

　
令
和
元
年
分
の
所
得
税
の
確
定

申
告
書
・
贈
与
税
の
申
告
書
の
提

出
・
納
付
の
期
限
は
、３
月
16
日

㈪
で
す
。

　
令
和
元
年
分
の
個
人
事
業
者
の

消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
書
の
提
出
・
納
付
の
期
限
は
、

３
月
31
日
㈫
で
す
。

　
３
月
に
入
る
と
税
務
署
は
大
変

混
雑
し
ま
す
の
で
、確
定
申
告
書

等
は
自
分
で
作
成
し
、早
め
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
告
書
の
提
出

　
申
告
書
は
、
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
や
郵

便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
、

税
務
署
の
時
間
外
文
書
収
受
箱
へ

の
投
か
ん
で
提
出
で
き
ま
す
。

◇
納
税
は
期
限
内
に
振
替
納
税
で

　
所
得
税
・
個
人
事
業
者
の
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
納
税
に

は
、振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。手
続
き
は
簡
単
で
す
。
詳
細

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の
税
務

署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

〈
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
へ
〉

　
令
和
元
年
確
定
申
告
分
の
振
替

日
は
、
所
得
税
が
４
月
21
日
㈫
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
が
４
月
23
日
㈭
と
な
り

ま
す
。事
前
に
預
貯
金
口
座
の
残

高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

残
高
不
足
で
振
替
が
で
き
な
い

場
合
は
、延
滞
税
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※

転
居
等
に
よ
り
所
轄
の
税
務
署

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
新
た
に

振
替
納
税
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

〈
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
て
い
な

い
方
へ
〉

　
現
金
に
納
付
書
を
添
え
て
、納

期
限
ま
で
に
金
融
機
関
ま
た
は
所

轄
の
税
務
署
の
窓
口
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

※

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場

合
は
、延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

定
申
告
書
等
の
作
成
が
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
　http://www.nta.go.jp/

）の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

に
、入
力
し
た
申
告
書
デ
ー
タ
に

電
子
証
明
書
を
添
付
し
て
、そ
の

ま
ま
送
信
（
提
出
）
す
る
こ
と
が

で
き
るｅ‒

Ｔａ
ｘ
が
あ
り
ま
す
。

　
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
に
は
、

所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
ま
た
、「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
入
力
し
、

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
（
白
黒
で
も

可
）
し
た
確
定
申
告
書
等
は
、そ

の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
確
定
申
告
書
の
ほ
か
に
も

税
務
に
関
す
る
主
な
行
政
手
続
に

つ
い
て
の
申
請
・
届
出
書
様
式
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◇
税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な
電

話
・「
振
り
込
め
詐
欺
」に
ご
注

意
く
だ
さ
い

　
税
務
署
や
国
税
局
で
は
、還
付

金
受
け
取
り
の
た
め
に
金
融
機
関

等
の
現
金
自
動
預
け
払
い
機
（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）
の
操
作
を
求
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
最
寄
り
の
税
務

署
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
注
意
　

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
以
下
で
か
つ
そ
の
年
分

の
公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

の
た
め
、
確
定
申
告
の
必
要
が
な

い
方
で
も
、
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
確
定
申
告
が
必
要

で
す
。
ま
た
、所
得
税
の
還
付
が

発
生
し
な
い
方
で
も
、
住
民
税
の

計
算
上
所
得
控
除
等
を
受
け
る
場

合
に
は
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

問
東
金
税
務
署

　
☎
０
４
７
５（
５
２
）３
１
２
１

ね ん き ん ナ ビ

　国民年金保険料は、所得税および
住民税の申告で全額が社会保険料控
除の対象となります。その年の１月１日
から12月31日までに納付した保険料
が対象です。
　この社会保険料控除を受けるため
には、支払ったことを証明する書類の
添付が義務付けられています。
　平成31年１月１日から令和元年９
月30日までの間に国民年金保険料を
納付された方は、「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」が11月上
旬にかけて日本年金機構本部から送

付されています。
　また、10月１日から12月31日までの
間に今年はじめて国民年金保険料を
納付された方は、２月上旬に送付され
ますので、申告する際に使用してください。
　なお、家族の国民年金保険料を納
付された場合も、本人の社会保険料控
除に加えることができます。
問ねんきん加入者ダイヤル
　ナビダイヤル
　☎０５７０（００３）００４
　ＩＰ電話用
　☎０３（６６３０）２５２５

確定申告には社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の添付を

　
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、市

に
住
所
が
あ
り
、次
の
事
項
に
該

当
す
る
方
は
住
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
。
な
お
、住
民
税
の
申
告

内
容
は
、国
民
健
康
保
険
税
の
算

出
・
軽
減
の
判
定
、国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
申
請
、
児
童
手
当
、

就
学
援
助
、市
営
住
宅
入
居
等
で

も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、必
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

・
給
与
ま
た
は
公
的
年
金
以
外
の

所
得
の
あ
る
方

・
令
和
元
年
中
に
所
得
が
な
く
、

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

族
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
方

・
令
和
元
年
中
の
所
得
が
非
課
税

所
得
（
主
に
遺
族
・
障
害
・
老
齢

福
祉
年
金
や
雇
用
・
労
災
保
険
の

給
付
等
の
こ
と
）
の
み
で
控
除
対

象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
の
対

象
に
な
っ
て
い
な
い
方

・
令
和
元
年
中
の
配
偶
者
の
方
の

合
計
所
得
金
額
が
１
，０
０
０
万

円
を
超
え
て
お
り
、
同
一
生
計
配

偶
者
と
し
て
被
扶
養
者
と
な
ら
れ

る
方

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

は
、住
民
税
の
申
告
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
そ
の

年
分
の
公
的
年
金
等
に
か
か
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
の
た
め
、確
定
申
告

の
必
要
が
な
い
方
で
も
、住
民

税
の
計
算
上
所
得
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
住
民
税
の
申
告
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
、所

得
税
の
申
告
が
必
要
の
な
い
方

で
も
、住
民
税
の
申
告
は
必
要

で
す
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い

給
与
・
年
金
所
得
者
が
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
得

控
除
の
内
容
を
訂
正
す
る
に
は
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※

勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
か
っ
た

方
、公
的
年
金
の
支
払
先
か
ら

市
役
所
に
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
方
は
、

住
民
税
の
申
告
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
１

　医療費控除申告の際に提出する明
細書は、医療費通知を添付することに
より記入が省略できます。
　国民健康保険または後期高齢者
医療保険加入者の医療費通知発送
日程は表のとおりです（他の健康保
険に加入している方は、各健康保険
組合に問い合わせください）。
　確定申告時期に間に合わない発送
分は、領収書等で確認の上、明細
書に記入してください。

◇
日
本
で
有
効
性
が
証
明
さ
れ
て

い
る
が
ん
検
診

　
現
在
、
日
本
で
は
５
つ
の
「
が

ん
検
診
」が
有
効
な
検
診
と
し
て

推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
表
の
方

法
は
、そ
の
有
効
性
（
死
亡
を
防

ぐ
効
果
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
検
診

で
す
。

　
対
象
年
齢
や
受
診
間
隔
は
有
効

性
と
検
診
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
の
バ
ラ
ン
ス
を
検
討
し
て
、

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◇
が
ん
検
診
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト

〈
メ
リ
ッ
ト
〉

・
が
ん
に
よ
り
亡
く
な
る
こ
と
を

防
げ
る
。

・
前
が
ん
病
変
を
治
療
す
る
こ
と

で
、が
ん
に
な
る
こ
と
を
防
げ
る
。

（
例
＝
子
宮
頸
が
ん
、大
腸
が
ん
）

〈
デ
メ
リ
ッ
ト
〉

・
検
診
や
精
密
検
査
に
伴
う
不
都

合
な
症
状
が
出
現
す
る
場
合
が

あ
る
。（
被
ば
く
、出
血
な
ど
）

・
誤
っ
て
「
が
ん
疑
い
あ
り
」
と

判
定
さ
れ
る（
偽
陽
性
）

・
誤
っ
て
「
が
ん
疑
い
な
し
」
と

判
定
さ
れ
る（
偽
陰
性
）

・
死
亡
に
つ
な
が
ら
な
い
が
ん
を

治
療
し
て
し
ま
う
可
能
性
（
過

剰
診
断
）

◇
よ
く
あ
る
質
問

Ｑ
１
が
ん
が
心
配
な
の
で
、若
い

う
ち
か
ら
頻
繁
に
市
の
検
診
を
受

け
て
は
だ
め
で
す
か
。

Ａ
１
推
奨
さ
れ
て
い
る
受
診
間
隔

や
対
象
年
齢
で
受
診
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
で
す
。
有
効
性
が
確
か

め
ら
れ
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
最
も
少

な
く
な
る
間
隔
と
年
齢
が
推
奨
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

Ｑ
２
最
近
テ
レ
ビ
で
新
し
い
が
ん

の
検
査
方
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
に
、市
で
行
わ
な
い
の
は
な
ぜ

で
す
か
。

Ａ
２
検
診
法
の
効
果
は
、
が
ん
に

よ
る
死
亡
リ
ス
ク
を
下
げ
る
か
ど

う
か
で
し
か
判
断
で
き
ま
せ
ん
。そ

の
効
果
が
証
明
さ
れ
、
さ
ら
に
不

利
益
が
利
益
に
比
べ
て
小
さ
い
と

判
断
で
き
る
場
合
に
推
奨
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
世
界
共
通
の
基
準
で
す
。

　
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
る
大
半

は
有
効
性
の
評
価
が
不
十
分
で
あ

る
た
め
検
診
と
し
て
推
奨
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
す
。

Ｑ
３
精
密
検
査
は
必
ず
受
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
３
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
が
ん
の
部
位
に
よ
っ
て
、
適
切
な

精
密
検
査
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、

医
師
と
相
談
し
て
必
ず
適
切
な
精

密
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
、
検

診
の
効
果
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
検
診
で
見
つ
か
る
が
ん
は

た
い
て
い
治
癒
可
能
な
早
期
が
ん

で
す
。
必
要
以
上
に
恐
れ
る
こ
と

な
く
、
す
ぐ
に
精
密
検
査
で
診
断

を
行
い
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

※

例
え
ば
、大
腸
が
ん
検
診
で
は

便
潜
血
検
査
を
行
い
ま
す
が
、

検
診
で
一
度
で
も
陽
性
に
な
っ

た
場
合
は
、便
潜
血
検
査
を
再

度
受
け
る
の
で
は
な
く
、精
密

検
査（
大
腸
内
視
鏡
検
査
等
）

を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

〈
定
期
接
種
〉

　
対
象
の
方
に
は
個
別
で
通
知
を

し
て
い
ま
す
。

　
接
種
は
市
内
お
よ
び
県
内
の
相

互
乗
り
入
れ
制
度
に
加
入
し
て
い

る
医
療
機
関
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
令
和
２
年
３
月
31
日
に
、65
・

70
・
75
・
80
・
85
・
90
・
95
・

１
０
０
歳
に
な
る
方
お
よ
び
１
０

０
歳
以
上
の
方

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、

心
臓
・
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま

た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
機
能
に
身
体
障
害
１
級

相
当
の
障
害
の
あ
る
方
で
23
価
肺

炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
ニ
ュ
ー
モ
バ

ッ
ク
ス
）を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

▼
対
象
外
の
方

・
す
で
に
23
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
（
ニ
ュ
ー
モ
バ
ッ
ク
ス
）
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
方

※

脾
臓
摘
出
手
術
を
受
け
た
場
合

は
保
険
適
用
に
な
り
ま
す
。

〈
任
意
接
種
〉

　
75
歳
以
上
で
定
期
接
種
に
該
当

し
な
い
方
に
、市
が
独
自
で
接
種

費
用
の
一
部
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。市
内
医
療
機
関
で
接
種
を
す

る
方
は
任
意
接
種
用
の
予
診
票
で

受
け
ら
れ
ま
す
。市
外
医
療
機
関

で
接
種
を
受
け
る
場
合
は
、接
種

後
に
健
康
増
進
課
の
窓
口
で
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
い
ず

れ
の
場
合
も
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

す
で
に
定
期
接
種
を
受
け
た
方
、

市
の
助
成
を
受
け
て
任
意
接
種

を
受
け
た
方
は
任
意
接
種
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

良い歯と健康な歯肉で  歯っ
ぴーライフ

　今年度もインフルエンザが流行しています。
　インフルエンザの予防法としては、予防接種のほかに手洗いうがいの励行、バランスの良
い食事、休養などが一般的ですが、お口のケアもとても重要です。
　お口のケアを怠ると、さまざまな細菌が口の中で増殖していきます。その細菌の中には、
インフルエンザウイルスを付着させやすくしたり、増殖させやすくしたりする種類のものが
いると言われています。　　
　お口のケアを行うことで、高齢者はインフルエンザのリスクが 10分の1まで減少したとい
うデータもあり、予防接種以上に効果があると言われています。
　また、お子さんは、普段から口呼吸であったり、お口が常に開いている「ポカン口」だっ
たりすると、口の中が乾燥し、インフルエンザに感染するリスクが高くなります。小学校で、
お口の周りの筋肉を鍛え
る「あいうべ体操」を取
り入れることによって、
インフルエンザを発症す
る児童が激減したという
事例もあります。
　この冬を健やかに乗り
切るために、日ごろのイ
ンフルエンザ予防に加え
て、お口のお手入れや、
お口の体操も取り入れて
みませんか。

　高齢期をいきいきと過ごすには、低栄養やロ
コモティブシンドローム、認知症などを予防す
ることが大切です。この講座では、日常生活で
心掛けるとよいチェックポイントを中心とする
講義と、調理実習を行います。実際に作るメ
ニューは、かむ力が弱くなっても食べやすい肉
料理や、減塩でもおいしいスープなどを調理し
ます。当日配布するテキストには、20 品ものメ
ニューが掲載されています。ご自身やご家族の
健康のために、参加をお待ちしています。
▶日時＝２月 28日㈮ 9時 30 分～ 13時 30 分
▶会場＝中央公民館
▶募集人数＝20人
▶メニュー＝高野豆腐で豚の角煮風ほか
▶持ち物＝エプロン、三角巾、ハンドタオル、
筆記用具
▶申込方法＝2月3日㈪より電話または健康増進
課窓口にて申し込み
▶申込締切＝２月 21
日㈮
▶主催＝市食生活改
善協議会
▶参加費＝５００円
（テキスト、材料費）

お口から始めるインフルエンザ予防！
栄養士だより

低栄養・認知症予防講座の参加者募集！

問市民課国保班
　☎０４７５（７０）０３３４
　市民課高齢者医療年金班
　☎０４７５（７０）０３３６

確定申告での
医療費通知の使用

　 あいうべ体操カード▶
（引用：みらいクリニック）

▲申告会場の様子

● 申告相談

２月の健診・予防接種など
東
金
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
が
必
要
な
く
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
方

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

保保保
健健健

問い合わせ

保
健
師
だ
よ
り

保
健
師
だ
よ
り

今
さ
ら
聞
け
な
い
が
ん
検
診
の
は
な
し

健康増進課
健康増進班
☎0475
  （72）8321
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